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【国際特許分類】
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   Ｈ０１Ｌ  29/78     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   29/78     ３０１Ｂ
   Ｈ０１Ｌ   29/78     ３０１Ｘ

【手続補正書】
【提出日】平成29年11月1日(2017.11.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、
　前記基板の第１の高濃度にドーピングされた領域の表面上に形成された拡散バリアであ
って、第１のバンドギャップエネルギーを有する第１の材料を用いて形成された、拡散バ
リアと、
　前記拡散バリアの表面上に形成されたチャネル領域であって、前記第１のバンドギャッ
プエネルギーよりも低い第２のバンドギャップエネルギーを有する第２の材料を用いて形
成された、チャネル領域と、を備えた装置であって、
　バックゲートコンタクトが前記基板の前記第１の高濃度にドーピングされた領域に接触
していることを特徴とする装置。
【請求項２】
　前記第１の高濃度にドーピングされた領域が、前記チャネル領域よりも高いドーピング
濃度を有している、または、
　前記チャネル領域および前記第１の高濃度にドーピングされた領域が、非常に鋭いレト
ログレードドーピングプロファイルに基づいてドーピングされた、請求項１に記載の装置
。
【請求項３】
　前記第１の材料が、ＩＩＩ－Ｖ化合物またはＩＩ－ＶＩ化合物を含む、または、
　前記第１の材料が、砒化アルミニウムまたは砒化インジウムアルミニウムを含む、また
は、
　前記第２の材料が、砒化ガリウムまたは砒化インジウムガリウムを含む、請求項１に記
載の装置。
【請求項４】
　前記チャネル領域の表面上に形成された誘電体層と、
　前記誘電体層の表面上に形成された金属ゲートと、
　前記拡散バリアの前記表面上に形成されたソース領域と、
　前記拡散バリアの前記表面上に形成されたドレイン領域と、
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　前記ソース領域に隣接する第１のシャロートレンチ分離（ＳＴＩ）領域と、
　前記ドレイン領域に隣接する第２のＳＴＩ領域と
をさらに備える、請求項１に記載の装置。
【請求項５】
　前記拡散バリアが、前記チャネル領域と前記第１の高濃度にドーピングされた領域との
間に介在している、請求項１に記載の装置。
【請求項６】
　プレーナ型金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ（ＭＯＳＦＥＴ）である、または、
　フィン型電界効果トランジスタ（ＦｉｎＦＥＴ）である、請求項１に記載の装置。
【請求項７】
　基板の高濃度にドーピングされた領域の表面上に拡散バリアを形成するステップであっ
て、前記拡散バリアが、第１のバンドギャップエネルギーを有する第１の材料を用いて形
成される、ステップと、
　前記拡散バリアの表面上にチャネル領域を形成するステップであって、前記チャネル領
域が、前記第１のバンドギャップエネルギーよりも低い第２のバンドギャップエネルギー
を有する第２の材料を用いて形成される、ステップと、を含む方法であって、
　ソース領域とドレイン領域とを形成するために前記チャネル領域の特定の領域でエッチ
ングおよびエピタキシャル成長するステップと、
　前記高濃度にドーピングされた領域に接触しているバックゲートコンタクトを形成する
ステップと
によって特徴づけられている方法。
【請求項８】
　前記拡散バリアを形成する前に前記基板の前記高濃度にドーピングされた領域を形成す
るステップをさらに含み、前記基板は前記高濃度にドーピングされた領域およびドーピン
グされていない領域を含む、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記拡散バリアが、前記高濃度にドーピングされた領域からのドーパントをトラップす
る、請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
　前記拡散バリアが、前記拡散バリアの下側界面において前記ドーパントをトラップし、
前記第２の材料が、砒化ガリウムまたは砒化インジウムガリウムであり、前記第１の材料
が、砒化アルミニウムまたは砒化インジウムアルミニウムである、または、
　前記拡散バリアが、前記拡散バリアの上側界面において前記ドーパントをトラップし、
前記第１の材料がＩＩＩ－Ｖ化合物またはＩＩ－ＶＩ化合物であり、前記第２の材料が砒
化ガリウムまたは砒化インジウムガリウムである、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記高濃度にドーピングされた領域が、前記チャネル領域よりも高いドーピング濃度を
有する、または、
　前記高濃度にドーピングされた領域および前記チャネル領域が、非常に鋭いレトログレ
ードドーピングプロファイルに従って形成される、請求項７に記載の方法。
【請求項１２】
　前記第１の材料が、ＩＩＩ－Ｖ化合物またはＩＩ－ＶＩ化合物を含む、または、
　前記第１の材料が、砒化アルミニウムまたは砒化インジウムアルミニウムを含む、また
は、
　前記第２の材料が、砒化ガリウムまたは砒化インジウムガリウムを含む、請求項７に記
載の方法。
【請求項１３】
　前記チャネル領域の表面上に誘電体層を形成するステップと、
　前記誘電体層の表面上に金属ゲートを形成するステップと、
　前記基板の第１の表面上に第１のシャロートレンチ分離（ＳＴＩ）領域を形成し、前記
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基板の第２の表面上に第２のＳＴＩ領域を形成するステップであって、前記第１のＳＴＩ
領域および前記第２のＳＴＩ領域が、エッチングプロセスを介して形成され、前記第１の
ＳＴＩ領域が、前記ソース領域に隣接し、前記第２のＳＴＩ領域が、前記ドレイン領域に
隣接する、ステップと
をさらに含む、請求項７に記載の方法。
【請求項１４】
　前記金属ゲートが、前記ソース領域および前記ドレイン領域を形成する前に形成される
、または、
　前記金属ゲートが、前記ソース領域および前記ドレイン領域の形成後に形成される、請
求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　請求項７に記載の方法を実行するためにコンピュータ制御された製造マシン用の命令を
記憶するコンピュータ可読記憶デバイス。
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